
○入札説明書 

 

この入札説明書は、農地情報一元管理・一括公表に係るホームページ作成業務に係るシステム開発・サ

ーバ構築及びシステム保守・運用費用に係る入札の執行及び契約について、入札参加者及び契約締結者

が留意すべき事項を定めたものである。 

 入札に参加する者は、下記事項を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において、当該仕様

などについて疑義があるときは、下記３に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後使用な

どについて不知又は不明を理由として異議を申し立てることは出来ない。 

 

１．公告日   令和８年６月 11日 

 

２．入札に付する事項 

（１）契約の名称 

  農地情報の一元管理・一括公表システム構築業務委託 

（２）委託業務の内容 

  別添仕様書のとおり 

（３）履行期間 

  契約締結日から令和９年３月 31 日まで 

（４）履行場所 

  公益社団法人 茨城県農林振興公社 農地中間管理事業部（茨城県水戸市上国井町 3118 番地 1） 

 

３．担当部 

 〒311-4203 

 茨城県水戸市上国井町 3118 番地 1 

 公益社団法人 茨城県農林振興公社 農地中間管理事業部 

 電話 029-350-8687 

 メールアドレス kikou@ibanourin.or.jp 

 

４．入札参加資格 

（１）日本工業規格（ＪＩＳ）の個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項「Ｊ

ＩＳ Ｑ １５００１」に準拠した適切な個人情報保護措置を講ずる体制を整備したプライバシーマ

ークを取得し、本業務にＪＩＳ Ｑ １５００１が要求する個人情報の管理を適用できること。外部

委託により実施する場合においては、同様の認定を受けている企業であること。または、情報セキ

ュリティマネジメントシステム適合性評価制度において、ＩＳＭＳ認証基準を認証取得し、本業務

にＩＳＭＳ認証基準に準拠した情報管理を適用できること。 

（２）茨城県あるいは他官公庁において類似のシステムの開発実績があること。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 



（４）茨城県暴力団排除条例（平成 22年茨城県条例第 36 号）第２条第１号から同条第３号に規定す

る者でないこと。 

 

５．入札説明書等に関する質問 

（１）この入札に参加しようとする者（以下「競争入札参加者」という）は、入札説明書、仕様書等

に対する質問がある場合は、次のとおり郵送、持参又は電子メールにより質問すること。 

  ア 質問受付期間 

   公告の日から令和８年６月 16 日（火）午前 11時まで 

   なお、これ以降に到達したものについては、回答しないので留意すること。 

  イ 質問受付先 

   ３の担当部に同じ 

（２）質問に対する回答日時及び方法は次のとおりとする。 

  ア 日時 令和８年６月 18 日（木）午後５時まで 

  イ 方法 電子メールで回答する。 

  

６．入札参加の申し込み 

（１）申請に必要な書類（各１部） 

   入札への参加を希望する方は、次の書類を提出し、あらかじめ入札参加資格の確認を受けなけれ

ばならない。なお、提出した書類については説明を求められたときは、これに応じなければならな

い。 

  ア 一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

  イ ４（１）及び（２）に係る証明書 

  ウ 誓約書（様式第２号） 

（２）申請書等の受付期間及び受付場所 

  ア 持参により提出した場合 

  （ア）受付期間 令和８年６月 11日（木）～令和８年６月 18 日（木） 

     ※受付期間は、午前９時から午後５時まで 

（イ）受付場所 公益社団法人 茨城県農林振興公社 農地中間管理事業部 

         水戸市上国井町 3118 番地１ 

イ 郵送による提出先 

（ア）郵送による申請書類の受付期限 

    令和８年６月 18日（木）午後５時必着 

※一般書留又は簡易書留により、郵送による申請書類の受付期限までに、提出先に到着するよう

送付してください。受付期限を過ぎた場合は受付できません。封筒には「農地情報一元管理・

一括公表に係るホームページ作成業務 入札参加資格確認申請書類在中」と朱書してくださ

い。 

（イ）郵送による提出先 

    〒311-4203 水戸市上国井町 3118 番地１ 



          公益社団法人 茨城県農林振興公社 農地中間管理事業部 

ウ 電子メールにより提出する場合  

（ア）電子メールによる申請書類の受付期限 

    令和８年６月 18日（木）午後５時 必着 

※ 電子メールによる申請書類の受付期限までに、提出先に到着するよう送信してください。受付

期限を過ぎた場合は受付できません。メールの題名には「農地情報一元管理・一括公表に係る

ホームページ作成業務 入札参加資格確認申請書類在中」と記載してください。 

（イ）電子メールによる提出先 kikou@ibanourin.or.jp 

                公益社団法人 茨城県農林振興公社 農地中間管理事業部 

（３）入札参加資格確認結果通知 

  入札参加資格の合格・不合格について審査し、令和８年６月 24日（水）午後５時までに、一般

競争入札参加資格等の確認通知書（様式第３号）を発行する。なお、参加資格が「不合格」の場合

は、その理由を付する。 

 

７．入札及び開札の日時及び場所 

（１）日時 令和８年６月 29日（月） 

   受付 午前９時 30分～午前９時 50 分 

   開札 午前 10 時 

（２）場所 水戸市上国井町 3118 番地１ 

      公益社団法人 茨城県農林振興公社 ２階会議室 

 

８．入札保証金及び契約保証金 

 免除 

 

９．入札書の提出方法 

 競争入札参加者は、５（２）の「質問に対する回答」を必ず確認し、持参にて入札書を提出する 

こと。 

（１）入札に必要な書類等 

 入札に参加する方は、次のものを入札当日に持参してください。 

 ア．入札参加申込書（様式第４号） 

 イ．入札書（様式第５号）（入札額は、消費税及び地方消費税を含まない金額（整数）を記載する

こと。） 

 ウ．委任状（様式第６号）（代理人が入札に出席する場合に限る） 

（２）受付 

 入札参加申込書、代理人が入札に出席する場合にあっては、委任状を受付に提出してください。 

 

10．入札の無効 

 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 



（１）入札について談合その他不正行為があったと認められるとき。 

（２）入札参加資格がないものが入札した時。 

（３）指定の日時までに入札書が提出されないとき。 

（４）電報や電話による入札。 

（５）虚偽の確認申請書を提出した者がした入札。 

（６）記名押印を欠く時。 

（７）誤字又は脱字等により意思表示が不明確であるとき。 

（８）首標金額を訂正した入札を行ったとき。 

（９）同一の入札に２通以上の入札を行ったとき。 

（10）一般競争入札参加資格等確認通知書により入札参加資格があると認められたものであっても、

資格確認の日から入札日までの間に指名停止措置を受けたものの入札は無効となる。 

（11）その他この公告に示す条件に反した者がした入札。 

 

11．落札者の決定方法等 

（１）予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。但し、落

札となるべき価格の入札をしたものが２人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定す

るものとする。 

（２）落札者がいない場合は、再度入札を行うこととし、日程等については別に通知する。 

 

12.入札の辞退 

 競争入札参加者が入札を辞退する場合は、３の担当部へ郵送、持参又は電子メールにより開札日時 

までに到着するよう辞退届を提出するものとする。 

 

13．再度入札等 

（１）再度入札は１回とする。 

（２）初度入札に参加しないものは、再度入札に参加することができない。 

（３）再度入札を行っても落札者がいないときは、その入札における最低価格を入札した者に見積書

の提出を求め、随意契約に移行する場合がある。 

 

14．契約書作成の要否 

（１）契約書は２通作成し、双方各１通を保管する。 

（２）契約書及び契約書に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

15．契約条項及び支払い条件 

 別紙「契約書（案）」のとおり 

 


